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研究成果の概要： 
研究成果の詳細については、主な発表論文及び書籍を参照されたい。 
 とりわけ、本科研費の中心的研究テーマとして、特許審決取消訴訟における審理範囲、特許
無効審決取消訴訟とクレーム訂正、間接侵害、クレーム解釈、損害賠償、特許侵害訴訟におけ
る特許無効の可否という理論上も実務上も極めて重要な諸問題について研究成果を収めている。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2005年度 3,700,000 0 3,700,000 

2006年度 2,900,000 0 2,900,000 

2007年度 2,300,000 690,000 2,990,000 

2008年度 2,300,000 690,000 2,990,000 

  年度    

総 計 11,200,000 1,380,000 12,580,000 

 
 
研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：法学・新領域法学 
キーワード：知的財産権、エンフォースメント、先端科学技術 
 
１．研究開始当初の背景 
 現代のような高度情報化社会では、知的財
産権がますます重要な意味を持つことにな
るが、実効性あるエンフォースメントなくし
ては、知的財産権が果たすべき役割を全うす
ることができない。しかしながら、研究開始
当初は、この点について包括的な比較法研究
を踏まえた検討が必ずしも十分とはいえな
い状況にあった。 
 
２．研究の目的 
本研究は、現代の高度情報化社会の最も基
本的な法的インフラともいうべき知的財産
権に関して、特許権を中心として、①権利の

有効性、②権利の保護範囲、③権利侵害に対
する救済等の各重要論点について、包括的な
比較法研究を踏まえて、従来にない全く新た
な視点から徹底的に分析検討を加えて、先端
科学技術等にも対応可能な実効性のある法
的エンフォースメント・メカニズムの再構築
を図ろうとするものである。 
 
３．研究の方法 
実験という検証手段が有効でない法学の
分野においては、他国の法制度との比較によ
り、問題点を分析検討するという比較法研究
の手段が、不可欠の重要性を有している。そ
こで、本研究の方法は、①権利の有効性関係、
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②権利の保護範囲関係、③権利侵害の救済関
係という相互に密接に関連する三分野を研
究対象の中心として、ドイツ法・オーストリ
ア法、フランス法、米国法、英国法、条約関
係につき、現地調査を含め、広範囲にわたる
包括的な文献渉猟とその徹底的な読み込み
を行う。このような文献調査を徹底的に行っ
た上で、この分野での主要な法学者・法律家
等とのインタヴュー等を経て、研究成果をま
とめるという手法をとる。 
 
４．研究成果 
研究成果の詳細については、主な発表論文
及び書籍を参照されたい。 
 とりわけ、本科研費の中心的研究テーマと
して、特許審決取消訴訟における審理範囲、
特許無効審決取消訴訟とクレーム訂正、間接
侵害、クレーム解釈、損害賠償、特許侵害訴
訟における特許無効の可否という解釈上も
実務上も極めて重要な諸問題について研究
成果を収めている。 
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